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施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通知） 

 

 

平素から東京都の障害者福祉施策の推進に御協力いただき、ありがとうございます。 

各施設・事業所におかれましては、日頃から利用者に対する安全の確保や、施設・事業所

の管理体制の徹底等に取り組まれていることと存じます。 

しかしながら、利用者の障害特性に起因した事故、職員の過失、施設・事業所の過失など

による事故は後を絶たない状況にあります。各施設・事業所におかれましては、改めて利用

者に対する支援状況の確認、ヒヤリハット事例の分析と合わせて事故防止マニュアルの作成

及び再検討、リスク管理の徹底、職員研修の実施等を行うことで、事故防止対策を徹底して

いただくようお願いします。 

 上記対策を講じた上でも、万が一事故等が発生した場合には、直ちに必要な措置を講ずる

とともに、下記により都に対する報告をお願いいたします。特に、死亡事故や事件性の高い

事故、報道機関等からの問い合わせがある事故は、速やかに電話等で都の各所管に報告をお

願いします。 

 

記 

 

１ 報告対象事故等 

① 死亡事故（誤嚥によるもの等） 

② 入院を要した事故（持病による入院等は除く） 

③ （②以外の）医療機関での治療を要する負傷や疾病を伴う事故 

④ 薬の誤与薬（その後の経過に関わらず、事案が発生した時点で要報告） 

⑤ 無断外出 

⑥ 感染症の発生 

⑦ 送迎車両の車内への利用者の置き去り事故 

⑧ 事件性のあるもの（職員による暴力事件等） 

⑨ 保護者や関係者とのトラブル発生が予想されるもの 

⑩ 施設運営上の事故の発生（不正会計処理、送迎中の交通事故、個人情報の流出等） 

⑪ 区市町村に虐待通報をした場合（通報した内容等） 

⑫ その他特に報告の必要があると施設が判断したもの 

※ 障害者虐待（疑いを含む）事案については、区市町村（障害児入所施設は児童相談所



もしくは区市町村子供家庭支援センター）への通報義務があります。 

※ 事業者側の責任や過失の有無は問いません。 

 

２ 報告方法 

事故報告書の提出は、事故報告書提出フォームによる報告を原則としますが、死亡事故

や事件性の高い事故、報道機関等からの問い合わせが想定される事故等については、発生

後直ちに各所管宛電話による報告をお願いします。 

また、その後、可能な限り速やかに別紙様式例を参考に各所管提出フォームに事故報告

書（第１報）の御提出をいただいた上で、その後続報を提出してください。 

事故等に応じて、東京都への報告に加え、保護者・区市町村（原則として実施機関）・

関係機関（警察・消防・保健所等）への連絡も行ってください。 

※１ 事故の状況等によっては、現地確認を実施する場合があります。 

※２ 事故報告書のファイル名を「【事故報告】施設・事業所名（サービス種別＊）第〇

報」としてください。 

＊多機能型事業所等の場合は事故に係るサービス種別を記載  

（例）【事故報告】○○福祉園（生活介護）第１報 

 

３ 自然災害発生の際の東京都への報告 

  近年、台風や地震などの大規模な自然災害が多く発生しています。日頃から、災害等へ

の備えを進め、利用者の安全を確保する体制を整えていただきますようお願いします。 

また、施設・事業所の建物の損壊や人的被害が発生した場合には、事故同様、利用者、

職員の皆様の安全確保や施設の運営継続等の対応を優先した上で、速やかに被害状況につ

いて東京都まで御連絡くださいますようお願いします。 

 

４ 令和６年度報酬改定に伴う運営の適正化について 

  令和６年度報酬改定により、別紙１に記載する各事項が未実施の場合等、新たに減算の

創設又は見直しが行われているとともに、運営基準の改正も行われておりますので、御確

認願います。 

 

５ その他 

  近年発生している主な重大事故事例について別紙２のとおりまとめました。各施設・事

業所での同様の事故の発生を防止するための参考としてください。 

 

６ 報告先 

【障害者支援施設・生活介護・自立訓練】（都立施設及び都立民間移譲施設を除く） 

 施設サービス支援課 障害者支援施設担当 電話 03-5320-4156 

＜提出先＞ 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1649927325105 

【都立施設及び都立民間移譲施設】 

 施設サービス支援課 福祉施設運営担当 電話 03-5320-4157 

＜提出先＞ 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1652842140057 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1649927325105
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1652842140057


【就労移行支援・就労継続支援 A型、B型・就労定着支援】 

 地域生活支援課 就労支援担当 電話 03-5320-4158 

＜提出先＞ 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1652772056618 

【共同生活援助（GH）・短期入所】 

 地域生活支援課 居住支援担当 電話 03-5320-4151 

＜提出先＞ 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1652773494182 

【居宅介護・行動援護・重度訪問介護・同行援護・自立生活援助・地域移行支援・地域

定着支援】 

 地域生活支援課 在宅支援担当 電話 03-5320-4325 

＜提出先＞ 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1652765652394 

【障害児入所施設・児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・

保育所等訪問支援】 

 施設サービス支援課 児童福祉施設担当 電話 03-5320-4374 

＜提出先＞ 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1652351668998 

【重症心身障害児（者）通所事業】 

施設サービス支援課 療育担当 電話 03-5320-4376 

＜提出先＞ 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1652351668998 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1652772056618
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1652773494182
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1652765652394
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1652351668998
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1652351668998


 

１ 令和６年度報酬改定に伴い、以下の各事項が未実施である場合等には、新たに減算の創設又

は見直しが行われています。なお、本資料に記載してある事項は、障害福祉サービス等におけ

る横断的な改定事項に絞って記載しておりますので、各サービスそれぞれの改定内容について

は別途確認してください。 

 

⑴ 虐待防止措置未実施減算（創設） 

①虐待防止委員会の定期的な開催及び従業者への周知 

②虐待防止研修の定期的な実施 

③上記①及び②の取組を行うための担当者の配置 

 

上記①から③の取組が適切に実施されていない場合、所定単位数の１％を減算 

 

⑵ 身体拘束廃止未実施減算（見直し） 

①身体拘束を行う場合、その態様、時間、利用者の状況、やむを得ない理由等を記録 

②身体拘束適正化検討委員会の定期的な開催及びその結果を従業者へ周知 

③身体拘束適正化指針の整備 

④虐待防止研修の定期的な実施 

 

上記①から④までの取組が適切に実施されていない場合、以下の通り減算額を見直し 

 

【施設・居住系サービス※１】 

１日につき５単位減算から所定単位数の１０％減算に見直し 

 

【訪問、通所系サービス※２】 

１日につき５単位減算から所定単位数の１％減算に見直し 

 

※１ 障害者支援施設（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む）、療

養介護、障害児入所施設、共同生活援助、宿泊型自立訓練 

※２ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、短

期入所、自立訓練（宿泊型自立訓練を除く）、就労 選択支援、就労移行支援、就労継続

支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童

発達支援、保 育所等訪問支援（障害者支援施設が行う各サービスを除く） 

 

⑶ 業務継続計画未策定減算（創設）  

①業務継続計画の策定 

②業務継続計画に従い必要な措置を講ずること 

【施設・居住系サービス】 

別紙１ 



所定単位数の 3％を減算 

【訪問、通所系サービス】 

所定単位数の 1％を減算 

 

＜経過措置＞ 

・令和７年３月 31 日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非

常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、減算を適用しない 

・ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活

援助、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援については、「非常災害

に関する具体的計画」の策定が求められていないこと等を踏まえ、令和７年３月 31 日まで

の間、減算を適用しない 

・就労選択支援については、令和９年３月 31 日までの間、減算を適用しない 

 

⑷ 情報公表未報告減算（創設） 

障害者総合支援法第７６条の 3 の規定に基づく情報公表に係る報告がなされていない場合、

以下の通り減算 

 

【施設・居住系サービス】 

所定単位数の 10％を減算 

 

【訪問、通所系サービス】 

所定単位数の 5％を減算 

 

２ 運営基準の見直し 

令和６年度報酬改定に伴い、以下の通り運営基準が見直されております。なお、本資料に記

載してある事項は、障害福祉サービス等における横断的な改定事項に絞って記載しております

ので、各サービスそれぞれの改定内容については別途確認してください。 

 

⑴ 意思決定支援の推進 

① 相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準において、「事業者は、利用者が自立し

た日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよ

う努めなければならない」旨明記され、障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガ

イドラインの内容を相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準や解釈通知に反映さ

れた。  

 

② 相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準において、サービス担当者会議及び個

別支援会議について、本人の心身の状況等によりやむを得ない場合を除き障害者本人の参

加を原則とし、会議において本人の意向等を確認しなければならない。  



※障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保

育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設除を除く全サービス 

 

⑵ 本人の意向を踏まえたサービス提供（同性介助） 

各障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈通知において、「本人の意思に反する異性介助

がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に 関する本人の意向を把握すると

ともに、本人の意向を踏まえたサービス提供 体制の確保に努めるべき旨明記された。 

※計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援、自立生活援助、就労定着支援を除く全サ

ービス 

 

⑶ 個別支援計画の共有 

指定基準において、各サービスの個別支援計画について、指定特定（障害児）相談支援事

業所にも交付しなければならない。 

※短期入所、就労選択支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域定着支援、福祉型障害児

入所施設、医療型障害児入所施設を除く全サービス 



《主な重大事故の事例》 

 
【事例①】 無断外出後の死亡事故 

《事故の概要》 

利用者が施設を無断外出し、翌日に施設付近の川で死亡しているところを発見された。 

《原因》 

  ○ 利用者はこれまでにも無断外出を繰り返していた。 

  ○ 本人の居室は窓が全開にならないように対策されていたが、隣室は対策がされていなかった。 

  ○ 職員が少ない夜間帯に職員は他利用者の個別支援のため、当該利用者の様子に十分な注意がで

きなかった。 

《再発防止策》 

〇 本人の居室のみならず、１階の全ての居室に窓が全開にならない対策を実施。 

  ○ 無断外出の特性のある利用者の居室に見守りカメラを設置し、居室から出た際はブザーが鳴る

システムを導入。 

【事例②】 送迎車両での利用者置き去り事故 

《事故の概要》 

送迎を終了したバスの車内に利用者が置き去りにされ、バスの駐車場にて利用者が発見された。 

《原因》 

  ○ 運転手がバスの最後列まで歩いて確認をせず、運転席で目視のみの確認しか行わなかった。 

  ○ 利用者名簿を用いた乗降車マニュアルはあったものの、名簿のチェックや行動についての確認

が不十分であり、送迎を委託している会社と事業所の役割分担も不明確であった。 

  ○ 置き去り事故を起こしたバス車両は、代車であり運転手が車両の構造（死角）を十分に認識で

きていなかった。 

《再発防止策》 

○ 新たに送迎バス運行マニュアルを作成し、事業所職員、委託会社の運転手で共有した。 

○ 事業所内に降車確認責任者を新たに設置し、委託先運転手だけでなく、事業所職員が最終的に

降車確認を実施する。 

○ 送迎車両に置き去り防止の安全装置を設置し、ヒューマンエラーを防止する。 

別紙２ 

【事例③】 誤嚥による窒息死亡事故 

《事故の概要》 

おやつの黒糖パンを誤嚥し、窒息により死亡した。 

《原因》 

  ○ 過去に誤嚥事故を起こしていたにもかかわらず、職員の見守りが不十分であった。 

  ○ 当日のおやつが非常食用のパンであったため、通常のパンよりも少し硬かった。 

《再発防止策》 

○ 利用者の嚥下状態を再点検し、注意が必要な利用者の食事支援には特に慎重に支援する等マニ

ュアルの見直しを実施。 

  ○ 嚥下状態により提供するお盆の色を分け、職員が視覚的に判別しやすくする。 

○ 利用者の嚥下機能に応じたおやつを提供する。 



事 務 連 絡  

令和６年１２月１３日  

各障害児入所施設 管理者 殿 

  

                 東京都福祉局障害者施策推進部 

障害児・療育担当課長 菱田 彰   

                                    

 

施設・事業所における事故報告フォームの変更について 

 

平素から東京都の障害者福祉施策の推進に御協力いただき、ありがとうございます。 

標記の件について、「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について（通知）」

（令和６年５月９日付６福祉障施第４９９号東京都福祉局障害者施策推進部長通知）により

事故等が発生した場合の速やかな報告をお願いしたところです。 

この度、東京都のシステム変更に伴い、事故等発生時の報告フォームを変更することとい

たしました。 

つきましては、下記のとおり取り扱うこととさせていただきますので、ご協力のほどよろ

しくお願いいたします。 

記 

 

１ 報告方法（変更ありません） 

事故報告書の提出は、事故報告書提出フォームによる報告を原則としますが、死亡事故

や事件性の高い事故、報道機関等からの問い合わせが想定される事故等については、発生

後直ちに各所管宛電話による報告をお願いします。 

また、その後、可能な限り速やかに別紙様式例を参考に各所管提出フォームに事故報告

書（第１報）の御提出をいただいた上で、その後続報を提出してください。 

事故等に応じて、東京都への報告に加え、保護者・区市町村（原則として実施機関）・

関係機関（警察・消防・保健所等）への連絡も行ってください。 

※１ 事故の状況等によっては、現地確認を実施する場合があります。 

※２ 事故報告書のファイル名を「【事故報告】施設・事業所名（サービス種別＊）第

〇報」としてください。 

＊多機能型事業所等の場合は事故に係るサービス種別を記載  

（例）【事故報告】○○福祉園（児童発達支援）第１報 

 

２ 都へ至急の報告が必要な事故 

以下のような事故が起きた場合は、可及的速やかに電話で施設サービス支援課に

第一報を入れるようお願いいたします。 

(1) 死亡事故 

(2) 送迎車両の車内への利用児童の置き去り事故 

(3) 利用児童の送迎中に起きた交通事故、事業所側が加害者となる交通事故 

(4) （3）以外に警察が介入した運営上の事故（利用児童の行方不明、暴力事件等） 

(5) その他、緊急性が高いと判断されるもの 



３ 報告先 

【障害児入所施設・児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・

保育所等訪問支援】 

 施設サービス支援課 児童福祉施設担当 電話 03-5320-4374 

＜事故報告提出先（変更後）＞ 

https://logoform.jp/form/tmgform/835126 

 

４ 変更日 

  令和６年１２月２０日（金）午後６時 

 

５ その他 

旧報告フォームにつきましては上記変更日以降は使用できませんのでご注意ください。 

 

 

 【問合せ先】 

東京都福祉局障害者施策推進部 

施設サービス支援課 児童福祉施設担当 

電話 03-5320-4374 

https://logoform.jp/form/tmgform/835126

